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定期報告（ウルグアイ内政・外交：２０１５年４月） 

 

１. 内政 

(１) 政府機関人事 

ア １５日付で大統領府が発表したウルグアイ・アルゼンチン及びウルグアイ・ブラジ

ル二国間合同委員会のウルグアイ側新代表委員は次の通り。 

・ウルグアイ川合同管理委員会（ＣＡＲＵ） 

  委員長：ガストン・シルベルマン 

  委員：マリオ・ゴンサレス・マルカルセ，シルビア・アギナガ 

・ラプラタ川合同管理委員会（ＣＡＲＰ）  

  委員長：フェリペ・ミケリニ 

  委員：ホセ・エドゥアルド・アギニャガ，パブロ・デ・マルコ 

・海域合同管理委員会（ＣＴＭＦＭ） 

  委員長：フリオ・スアレス 

  副委員長：カルロス・マタ 

  委員：ダニエル・ジラルドニ 

・サルト・グランデ合同管理委員会（ＣＴＭＳＧ） 

  委員長：ガブリエル・ロドリゲス・フレイタス 

  委員：エドゥアルド・バンデイラ 

・ウルグアイ川国境管理委員会（ＣＭＤＬ）  

  委員長：カルロス・マタ  

  委員：ミゲル・デ・パラシオ 

・クアレイム川合同管理委員会（ＣＭＲＣ） 

  委員長：セサル・フェレル 

イ ２１日，アルベルト・グラニャ中央銀行総裁が退任し，マリオ・ベルガラ前経済財   

  務相が総裁に就任した。副総裁はホルヘ・ガマラ氏。 

ウ ２８日，アンドレス・トロサ氏が電話公社（ＡＮＴＥＬ）総裁に就任した。副総裁はダ 

  ニエル・フエンテス氏。就任式にはカロリナ・コッセ工業エネルギー鉱業相（前総 

  裁）が出席した。大統領府によれば，トロサ新総裁のもとＡＮＴＥＬは光ファイバー 

  通信網の拡大，パンド（カネロネス県）におけるデータセンターの設置，複合娯楽 

  施設「アンテル・アリーナ」計画，ウルグアイと米マイアミを結ぶ海底ケーブルの 

  敷設計画等に取り組むこととなる。 

(２) 液化天然ガス再気化事業 

１０日付『エル・オブセルバドール』紙によれば，センディック大統領代行は９日，プン 

タデルエステで開催されたラテンアメリカ石油・ガス・バイオ燃料企業協会総会終了 

時の記者会見で，液化天然ガス再気化事業の工事中断に関し，大統領府が問題解 
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決に乗り出す旨明らかにした。同大統領代行は，本件に関しバスケス大統領とも同 

大統領のパナマ訪問出発直前に協議したと述べた。 

 センディック大統領代行は「我々は本件解決のために働く。建設工事がストップし 

ている状況は好ましくない。本事業は当国により極めて重要な投資であり，ウルグ 

アイは本事業とともに前進しなければならない」と述べた。 

(３) 次期モンテビデオ県知事選挙 

１４日付で Cifra社が公表した次期モンテビデオ県知事選挙（５月１０日実施）に関す

る世論調査結果は次の通り。 

ア 拡大戦線（FA）：計５９％（内訳はダニエル・マルティネス候補３６％，ルシア・トポ 

   ランスキー候補２１％，FAのいずれかの候補２％） 

イ コンセルタシオン党：計２６％（内訳はアルバロ・ガルセ候補１２％，エガルド・ノヴ    

   ィク候補１０％，リカルド・ラチェティ候補２％，コンセルタシオン党のいずれかの 

  候補２％） 

ウ 独立党：２％ 

エ その他候補，「分からない」，白票，棄権：計１３％ 

 

２. 外交 

（１）バスケス大統領の第７回米州サミット出席 

   １０～１１日，バスケス大統領がパナマにて開催の第７回米州サミットに出席した。１ 

 １日の第一回全体会合にてバスケス大統領は，地域機関への積極的関与，同サミ 

 ットへのキューバの復帰歓迎の意と米・キューバ関係正常化交渉に見られる米州の 

 新しい現実への支援の表明，コロンビアにおける和平対話への支援の表明につき 

 演説した。 

       またベネズエラ情勢につき同大統領は，「ウルグアイは，ベネズエラを米国に対す 

 る脅威であると見なす米大統領令を拒否する。国際法，紛争の平和的解決及び内 

 政不干渉原則の完全な有効性を再確認し，各国政府に対し，国際法に反する一方 

 的な抑圧的手段の適用を慎むよう改めて呼びかける。我々の兄弟であるベネズエ 

 ラ人民には，法及び人権を基礎とする国家へ向け，相互尊重，制度と秩序の遵守， 

 国民の自由で民主的な決定に基づく対話を呼びかける。対話それ自体は到達目標 

 ではないが，対話なくして可能な出口は見えない。」と述べた。 

   （２）バスケス大統領と米州各国との首脳会談 

      １０～１１日，バスケス大統領は第７回米州サミット出席のためパナマを訪問した際， 

 米国，ペルー，コロンビア，パラグアイの各国首脳と会談を行った。 

 ア ウルグアイ・米首脳会談（１０日） 

         バスケス大統領はソリス・コスタリカ大統領とともにオバマ米大統領と会談し 

    た。今次首脳会談は米国側から要請されたものであり，第７回米州サミットのテ 
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    ーマである「公平性のある成長」につき意見交換することを目的としたもの。 

     会談前の記者会見にてバスケス大統領は，フィリップ・モリス社とウルグアイ政 

    府との裁判に関し，オバマ大統領に支援を要請すると述べた。「バ」大統領は， 

    「ウルグアイは恐れてはいない。多国籍タバコ企業の商業利益から国民の健康 

    を守る政府の権利と義務を擁護する」と述べた。またバスケス大統領は，「人類 

    は未だタバコ消費という巨大な流行病を自覚していない。世界では毎年７～８百 

    万人がタバコ消費により命を落としている。オバマ大統領もまたタバコ消費によ 

    る健康問題の深刻さを公的に明らかにしている」と述べた。 

 イ ウルグアイ・ペルー首脳会談（１１日） 

   バスケス大統領とウマラ・ペルー大統領は，両国外相同席のもと二国間会談を 

    行い，良好な二国間関係の深化及び両国共通の利益に関する意見交換を継続 

    していくことで合意した。また今次会談においてウルグアイ政府は，「ウ」産米の 

    秘への輸出に関する問題の解決に関心がある旨表明した。更に両国政府は外 

    相レベルでの往来につき日程調整を行う旨合意した。 

 ウ ウルグアイ・コロンビア首脳会談（１１日） 

   バスケス大統領はニン・ノボア外相同席のもとサントス・コロンビア大統領と会談 

    し，コロンビア政府が進めているコロンビア革命軍（FARC）との和平へ向けた対 

    話を支援すると表明した。会談では良好な二国間関係の深化を継続することが 

    合意され，特に両国が有する農業生産の経験につき意見交換することへの関心 

    が表明された。 

 エ ウルグアイ・パラグアイ首脳会談（１１日） 

   バスケス大統領とカルテス・パラグアイ大統領は，両国外相同席のもと首脳会談 

    を行った。会談ではメルコスール，インフラ，エネルギー等両国共通の関心事項 

    が話し合われ，今後意見交換を継続することが合意された。両大統領は，非常 

    に前向きな会談が行われたことに満足の意を表した。また会談でバスケス大統 

    領はカルテス大統領をウルグアイに招待する旨表明した。更に，ニン・ノボア外 

    相が２８日にパラグアイを訪問しロイサガ外相と会談する予定である旨通知され 

    た。 

   （２）要人往来  

 ア  １６日，ニン・ノボア外相がブラジルを訪問し，マウロ・ビエイラ伯外相及びアル 

    マンド・モンテイロ・ネト伯開発商工相と会談した。会談の結果，５月後半の時 

    期にバスケス大統領とルセーフ伯大統領の首脳会談を実施することが確認さ 

    れた。また両首脳会談に先立ちウルグアイ・伯高級レベルグループ会合（ＧＡ 

    Ｎ）を実施することが合意された。 

     メルコスールにつきニン・ノボア外相は，ウルグアイにとりＥＵとの交渉を進展 

    させることの重要性を伯に伝えた。また同外相は，「メ」輪番議長国を務める伯 
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    はビエイラ外相のもとで大きな成功を収めるであろうと述べた。会談ではエネル 

    ギー，水上交通，インフラ整備，通商関係等，二国間関係の主要テーマが話し 

    合われた。また現在二国間関係は最良の状態にあり，両国ともに今後二国間 

    対話をより深化させることに関心を有する旨再度確認された。 

 イ  ２４日，ニン・ノボア外相がチリを公式訪問し，バチェレ大統領及びムニョス外 

    相と会談した。会談でニン・ノボア外相及びムニョス外相は，両国が関心を有す 

    る二国間関係，地域課題，多国間問題につき話し合った。 

     二国間関係につき両外相は，社会開発，環境，エネルギー，生産振興の分野 

    での二国間協力プロジェクトの効果的な実施，両国の軍部独裁時代における 

    人権侵害調査の経験，南極での活動における協力と調整，良好な通商関係， 

    相互投資を促す刺激策等を話し合った。地域課題につき両外相は，UNASUR 

    及び CELACの現在と将来及び太平洋同盟とメルコスールの統一につき話し合 

    った。多国間問題につき会談では，両国が共に参加する国連ハイチ安定化ミッ 

    ション（MINUSTAH），ウルグアイの国連非常任理事国入り及びアルマグロ前外 

    相の OAS事務総長選挙当選へのチリからの支持等が議題に上った。 

     更に両外相は，ウルグアイ，チリ及び地域の第三国の三角協力プロジェクト 

    を推進すべく，近くウルグアイ・チリ・メモランダム協定に署名することで合意し 

    た。 

 ウ  ２８日，ニン・ノボア外相がパラグアイを訪問し，ロイサガ外相と会談した。会 

    談で両外相は次回ウルグアイ・パラグアイ高級レベルグループ（ＧＡＮ）会合の 

    議題につき話し合った。又両外相は，ウルグアイのパラグアイ・アカライ水力発 

    電所からの電力購入につき，二国間委員会を設置し右可能性を検討すること 

    で合意した。 

     会談後の記者会見でニン・ノボア外相は，ウルグアイはパラグアイの電力を 

    購入することに関心がある旨表明した。パラグアイにはブラジルと共有のイタイ 

    プ・ダムがあり，世界で二番目の発電量を誇る。又アルゼンチンともヤシレタ・ 

    ダムを共有している。ロイサガ外相は，両国通商関係を深化させることの重要 

    性を指摘し，パラグアイ産品の輸出を促進すべくウルグアイ政府がモンテビデ 

    オ及びヌエバ・パルミラ港の利用を許可したことに感謝の意を表した。 

     なお報道によればパラグアイは現在世界第四位の大豆輸出国であるが，同 

    国産大豆の３６％はモンテビデオ港及びヌエバ・パルミラ港から輸出されてい 

    る。 

 エ  １４日，ホルヘ・アレアサ・ベネズエラ副大統領が来訪し，センディック副大統領 

     と会談した。会談後の記者会見でセンディック副大統領は，燃料アルコールセ 

      メント公社（ＡＮＣＡＰ）がベネズエラから購入している石油代金をウルグアイか 

      らベネズエラへの乳製品，コメ，鶏肉その他の輸出により代替支払いする必 
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      要性につき検討したと述べた。また同副大統領は，右目的のためにベネズエ 

      ラとの間に恒常的な通商関係を構築することが重要であると述べた。 

      またベネズエラ情勢につきセンディック副大統領は，「ウルグアイは，ベネズ 

     エラが外部の介入なしに物事を決定する主権を有することを確認し，いかな 

     る類いの外部からの介入も非難する」と述べた。 

 

３ 治安関係 

  （１）２０１４年中の内務省による犯罪統計が発表された。主な犯罪の発生件数は以下の 

    通り。殺人２６２件（前年比＋２件）、強盗事件２０，０９７件（前年比＋２，０７０件）、窃盗 

    １０５，８７１件（前年比＋４，５０５件）、強姦事件３１０件（前年比－３４件）、傷害事件１ 

    ０，２９１件（前年比＋１，０４６件）、家庭内暴力２９，１２２件（前年比＋３，０３６件） 

  （２）内務省の発表によると、２０１４年中の殺人事件は２６２件であったが、この４７％は犯    

    人が逮捕等されていない未解決事件である。２０１１年の未解決事件は２８％であった 

    ことから、ここ数年で急激に殺人事件の未解決事件が増えている。原因としては、犯罪 

    組織等の内部抗争による報復殺人で、犯人が判明しない、又は犯人を知っていても報 

    復を恐れ申告しない等があげられる。 

  （３）受刑中の囚人及び元囚人について、モンテビデオ県は県当局と受刑者国家財団との 

    間で、労働体験を実施することについて合意に至った。労働作業は労働財団のカリキ 

    ュラムに従って実施される。５月に開始されることで調整中であり、男女５名に対して給 

    料や謝礼金が支払われる。囚人等は社会対策銀行と国家安全銀行に登録され、衣類 

    や安全用具が提供される。協定により、モンテビデオ県は受刑者センターで作業に必 

    要なブロック、配管等の道具を提供しなければならない。 

  （４）受刑者財団によると、刑務所を釈放された者に対する調査で、２０１０年当時は刑務 

    所出所時、３０ペソ（バス代として）を支給されたが、当日中に窃盗などの再犯をするケ 

    ースが７１パーセントに及んだ。試験的に支給額を１００ペソとしたところ、バスで自宅 

    へ帰る途中に、支給された現金でスナックと飲み物を買うことが出来るため、再犯率が 

    ２５パーセントに抑えられたとの研究結果が発表された。わずか７０ペソの増額で再犯 

    率を効果的に抑える事が出来る研究結果となった。 

  （５）大半は大学生のアルバイトである１００人がシウダ・ビエハ地区にあるモンテビデオ・ 

    センターで千台の防犯カメラを６時間４交代でモニタリングしている。モニタリングしてい 

    る地域としては、シウダ・ビエハ、セントロ、コルドン、パソ・モリノ、ヘネラル・フローレ 

    ス、ウニオンである。事件発生時は、パトロール中の警察官は連絡を受け、現場へ急 

    行することとなる。 

 

４ その他 

   １３日午前，『収奪された大地』の著者として著名な作家エドゥアルド・ガレアーノ氏がモンテビ 
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  デオ県内の病院にて肺癌により死去した。享年７４歳。１４日にはウルグアイ議会にて政府主 

  催の告別式が行われ，親族及び近しい友人が出席し，バスケス大統領，センディック副大統 

  領，ムヒカ前大統領，アレアサ・ベネズエラ副大統領，パローディ・アルゼンチン文化大臣，ス 

  ペイン人歌手のジョアン・マヌエル・セラット氏等が参列した。 

    ガレアーノ氏は１９４０年９月３日モンテビデオ生まれ。父方はイギリス人地主の，また母方 

  はフルクトゥオソ・リベラ初代大統領の子孫にあたる家系。書店勤務の母親の影響を強く受け 

  て育つ。１３歳時，両親の離婚とともに中学を中退，職を転々とする生活を送る。１４歳で初め 

  て政治風刺をウルグアイ社会党機関誌に掲載して以降，１９６０年代にはウルグアイのジャー 

  ナリズムで活躍した。２３歳で最初の小説を発表，１９７１年には『ラテンアメリカの切り裂かれ 

  た血管』（邦題『収奪された大地』）を出版した。７３年，文民・軍部独裁体制下で投獄された後 

  国外追放処分，アルゼンチンに亡命後更にスペインに亡命。８４年，バルセロナにて三部作 

  『火の記憶』出版。８５年の民政移管によりウルグアイに帰国，以降死去までモンテビデオ在 

  住。幼少期にはプロ選手を夢見るなど熱烈なサッカーファンであり，『フットボールの光と影』 

  （邦題『スタジアムの神と悪魔』）などのエッセイも著す。 

    ガレアーノ氏の作品は４０にのぼる。特にラテンアメリカ「発見」以来の５００年史をヨーロッパ 

  及び米国によるこの大地の搾取の歴史として描く『ラテンアメリカの切り裂かれた血管』は２０カ 

  国語以上に翻訳され「ラテンアメリカ左派のバイブル」とも呼ばれる。同書は２００９年米州サミ 

  ットでチャベス大統領（当時）がオバマ大統領に贈呈したことで話題となり，通販サイト「アマゾ 

  ン」にて一時売り上げ２位を記録したこともある。 

 

（了） 

 


